
「第二期小樽市子ども・子育て支援事業計画（案）」のパブリックコメント後の新旧対照表

№
計画(案)
の頁数 新 旧

1

4 （「計画の策定・推進体制」の図）

2

18 （「（２）第一期における取組状況」第２段落目末尾）

（略）児童定員は、平成２８年度を除き、不足しています。 （略）全体的な児童定員は恒常的に不足しています。

3

19 （「（１）利用者支援事業　③今後の課題と取組の方向性」第２段落目）

（略）令和２年度からの子育て世代包括支援センターの開設に伴い、 （略）令和２年度から子育て世代包括支援センターにおいて

4

26 （「（12）実費徴収に係る補足給付事業　③今後の課題と取組の方向性」）

　令和元年１０月からの「幼児教育・保育の無償化」に伴い、私学助成を受ける
従来型の幼稚園における給食費の助成（所得制限あり）も本事業の対象とし
て加わり、対象世帯も拡大されますが、引き続き円滑な教育・保育の利用と子
どもの健やかな成長が図られるよう、本事業を実施し、支援します。

　対象世帯において、円滑な教育・保育の利用と子どもの健やかな成長が図
られるよう、引き続き本事業を実施し、支援します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小樽市 

子ども・子育て会議 

学識経験者、公募市民、関

係団体からの推薦者及び子

育て関係者で構成（13名） 

 

小樽市子ども・子育て 

支援事業対策推進会議 

副市長を会長として、関係部長職 7名 

で構成（8名） 

◎計画案、施策推進の協議 

◎計画の点検・評価案の協議 

 

小樽市子ども・子育て 

支援事業対策推進委員会 

子育て支援室長を委員長として、

関係課長職 10名で構成（11名） 

◎計画案の策定、施策の調査審議 

◎計画の点検・評価案の作成 

 

 

 

 

 
市民 

 

 

 

 

小 樽 市 

課題整理、 

推進会議への報告 

課題整理 

意見・助言 

・ニーズ調査 

・ニーズ調査結果や

計画の点検・評価の

公表 

・パブリックコメント

の実施 

 

・ニーズ調査への回答 

・パブリックコメントでの

意見等の提出 

・計画案、施策推

進等に係る課題提

起、報告 

・計画の進捗状況

の点検・評価案の

報告 

小樽市子ども・子育て支援事業計画（決定） 
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「第二期小樽市子ども・子育て支援事業計画（案）」のパブリックコメント後の新旧対照表

№
計画(案)
の頁数 新 旧

5

34 （「（４）乳児家庭全戸訪問事業」のイメージ図）

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

＜イメージ＞ 

・医療機関 

・利用者支援事業 

・養育支援訪問事業 

・地域子育て支援拠点施設 

など  

連携 

保健師など 

訪問 

相談・助言等 

生後 4か月までの 

乳児がいる家庭 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

＜イメージ＞ 

・医療機関 

・地域子育て支援拠点施設 

・民生児童委員 

・利用者支援事業 

・養育支援訪問事業 

など  

連携 

保健師など 

訪問 

相談・助言等 

生後 4か月までの 

乳児がいる家庭 
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